
砺波市農地・農業用施設小規模災害復旧支援金のイメージ

農地、農業用施設に
該当しないもの

（個人の宅地、私道、
山林等）

土地改良区、
用水土地改良区等の
農業団体が所有する
農業施設であるもの

１年以上
耕作されていない
と見込まれるもの

事業費が
７万円を超えない
と見込まれるもの

事業費７万円
～４０万円未満

市の支援金制度
による支援

申請は被災者個人が
記載し、自治振興会が
とりまとめて市に提出

市から被災者に
支援金の支払い

事業費
４０万円以上

国等の補助事業

市において
国等に補助申請

国等補助及び支援金の対象外

市から自治振興会に伝達

Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ-１判定 Ｃ-２判定 Ｃ-３判定 Ｃ-４判定

自治振興会から地権者等に伝達採択 不採択

市による一次判定

市等による現地判定調査

自治振興会からの報告、市が行った現地確認


